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はじめに：世界の道徳教育の動向

　2015年の学校教育法施行規則の改正により，

道徳の教科化が決定され，2018年度から小学校

で，2019年度からは中学校で完全実施されるこ

とになったが，その実現までには多くの専門家

たちの議論の積み重ねがあった。2014年に10

回開催された中央教育審議会に設置された「道

徳教育専門部会」（以下，「専門部会」とする）

では，「道徳科」の基本方針を提言し，新しい

道徳教育の方向性を「道徳に係る教育課程の改

善等について（答申）」の中で示した。日本の

道徳教育の新たな枠組みを検討する中で，諸外

国における道徳教育のあり方は以後の方向性の

検討にとって参考となる材料とされ，第3回専

門部会（2014年4月25日）では「諸外国にお

ける道徳教育の状況について（ヒアリング）」

が議題となった。この一連の専門部会に先立つ

「道徳教育の充実に関する懇談会」（以下「懇談

会」とする）においても， 第8回（2013年10月

17日）に同じテーマが議題に上がり，資料が

配布された 1。この資料「諸外国における道徳

教育の状況について」（以下，「資料3」とする）

では，世界七ヶ国の道徳教育について，「各国

の特色を日本と比較できるよう，日本の「道徳

の時間」に も近い教科・科目・領域等を中心

に示し 2」，法令上の位置付けや各学年の時間

数，担当教員，教科書等について，また公立学

校における宗教教育の扱いについてまとめられ

ている。これによると，市民性教育や公民，倫

理，人格（品性）教育などが日本の道徳教育に

相応するものとして各国で実施されていること

がわかる。ただし，資料3によると，これらの

うちすべてが教科として実施されているとは限

らず，また日本の学習指導要領のように全国統

一の基準のもとではなく，州や地域などの各自

治体に実施や内容の判断が委ねられていること

には注意が必要である。

　上記のうち市民性教育は道徳教育の新しい潮

流とみなされており 3，資料3で取り上げられ

ている国ではイギリスとフランスで導入されて

いる。市民性教育は，イギリスでは，中等学校

では2002年から必修とされ，社会や政治など

公共的な領域へ積極的に参加していく上で求め

られる知識，スキル，態度等を育成することが

目指されているが，こうした導入に大きな役割

を果たしたのが，1998年の市民性教育諮問委員

会報告，いわゆる「クリック・レポート」であっ

た 4。また，1995年の OECD 統計によると，

OECD諸国の一般の人々に対する調査では，「市

民教育 5」を重要な科目とみなしたり，「よき市

民になる」を学校で養うべき重要な資質と考え

たりする割合が高く，1990年代から「市民教育」

の重要性は広く認識されていたことがわかる6。

　これらの世界的な道徳教育の潮流を日本にお

ける状況と比較すると，人格教育は読み物資料

を使った日本の伝統的な道徳教育が類似してい

る。「基本型」ともよばれるこの教育方法は，

登場人物の心情理解に終始しており，道徳的行

為の実践と結びつかないと批判されてきた。『学
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習指導要領解説　道徳編』においても，「第1

章　総説　１ 改訂の経緯」において，「読み物

の登場人物の心情理解のみに偏った形式的な指

導」7を道徳教育の課題の一つに挙げている。そ

して，「基本型」を全く否定するわけではないが，

読み物教材を活用しつつも問題解決的な学習や

道徳的行為に関する体験的な学習等の指導方法

を取り入れたり組み合わせたりすることが道徳

教育の質的転換に必要であるとしている 8。こ

のように日常への実践により結びつけようと指

導方法の改善を図るという過程もアメリカにお

ける人格教育の変遷と同様である。

　また，市民性教育については日本でも2000

年代から実験的な取り組みが実践されており，

一部の中高一貫校では独自の教科として「市民

科」を設けている。新しい学習指導要領におい

て，市民性教育あるいはシティズンシップ教育

という用語は用いていないものの，現代的課題

の一つに「社会参画に関する教育」を挙げてい

る 9。

　ところで，このOECD諸国の一般の人々に

対する調査では別のことも明らかになってい

る。すなわち，「市民教育」を重要科目とみな

しよき市民の資質を重要視する人は，対照的に

宗教教育の役割を低く見なす傾向があるという

ことである。このことは，公立学校における宗

教教育が憲法や法律で禁止されているか否かが

影響を与えている面もあるだろうが，宗教教育

と「市民教育」の間にトレード・オフの関係が

見られるということである 10。

　これを踏まえると，確かにフランスでは宗教

教育が公教育で禁止される政教分離の原則が徹

底されており，それが公民・道徳の必修化につ

ながると考えられる一方で，イギリスでは宗教

教育が義務化されていながら，それと並行して

市民性教育が行われているという状況を示し，

20年の間に前述の逆相関の関係に変化が生じ

たことがうかがわれる。

　さて，資料3では日本の道徳教育に対応する

ものに宗教教育を含めず，わざわざ「公立学校

における宗教教育」という別項目を設け各国に

おける扱いを取り上げている。それによると，

フランスを始め，憲法や法律による禁止などで

宗教教育を実施していない国が半数以上で，宗

教教育が必修化されているのはイギリスとドイ

ツ 11だけである。日本においても同様に，教

育基本法第9条の2によって，国及び地方公共

団体が設置する学校における宗教教育は禁止さ

れている。それゆえに，資料3では宗教教育を

別枠で取り上げていると考えられる。しかしな

がら，私立学校においては宗教教育が認められ

ており，日本でも限定的に宗教教育が行われて

いる 12。もっとも，2018年度の学校基本調査 13

によると，全国に設置されている学校数のうち

私立学校が占める割合は小学校約1％（19,892
校中231校），中学校約7％（10,270校中778校），

高等学校約27％（4,897校中1,323校）であり，

この内宗教系学校等で宗教科を設置する学校に

限定していくとその規模は非常に小さいことが

わかる。ただし，関係する学校・教師・児童生

徒数が少ないからと言って，宗教教育を日本の

道徳教育の領域から簡単に排除することはでき

ないだろう。なぜなら，私立学校において宗教

教育を行う宗教科・宗教の時間は，道徳の時間

と代替できるとされてきたからである 14。この

いわゆる「代替システム」15は，道徳教育と宗

教教育は区別されるものでありながらも，後者

によって前者の教育目標が達成できるとみなさ

れているゆえに成立するものと考えられる。つ

まり両者は，お互い異なる性質でありながら，

同じ課題や問題を共有しているとみなすことが

できるだろう。こうしたことを考慮すると，日

本における宗教教育の歴史や現状を踏まえた上

で，両者を比較するのではなく接点を探るとい

う観点からの検討は，道徳教育のあり方や今後

の方向性についての見識を補完することにつな

がるとも考えられる。もちろん，そうした検討

によって国公立学校の道徳教育にその内容や実

践を取り入れるということや，また，宗教教育

をめぐる議論（「代替システム」の是非を問う
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ものを含む）や教育内容を詳細に考察すること

はここでは意図していない。本論では，あくま

で，宗教科・宗教の時間が道徳の時間の「代替」

となるシステムに注目し，制度に関する法規等

を整理した上で，その成立条件について，また

道徳教育と宗教教育との接点を考察することを

目的とする。なお，本論での議論においては，

キリスト教系の私立学校を考察の対象とする。

1．戦後日本における宗教教育の歴史と
　「代替システム」の誕生

　1899年に公布された文部省訓令12号により

禁じられていた宗教教育は，第二次世界大戦の

終戦直後の1945年10月の文部省訓令8号発布

により再び私立学校で実施可能となった。その

後，教育基本法や学校教育法が制定される中，

キリスト教系の私立学校を中心に宗教科の設置

の機運が高まった。そして，1951年3月に教育

職員免許法（1949年公布）が一部改正され，

中学校・高等学校における宗教科職員免許が設

置されることとなり，同年7月には教育職員免

許法施行規則も一部改正され，宗教科免許発行

に必要な取得単位も変更された。ここに，中学

校・高等学校における教科としての「宗教」が

誕生した。その後，1958年に道徳の時間が特設

されると，これに伴い小学校においても宗教の

時間が設置されることになる。すなわち，前述

の「代替システム」の登場である。これは，同

年に一部改正された学校教育法施行規則による

もので，第24条（現行では第50条の216）にお

いて，私立小学校の教育課程に宗教を加えるこ

とができるとされ，またその場合，宗教をもっ

て道徳に代えることができるとされた。これは

私立中学校にも適用される（現行同規則第79

条 17）。ただし，中学校・高等学校とは異なり，

小学校における宗教は教科ではなく，道徳の代

用とみなされている 18。こうした制度が設けら

れた結果，学校によって，「道徳の時間」に「宗

教」を加える場合，「道徳の時間」をすべて「宗

教」で代替する場合，「宗教の時間」は設けな

い場合があると考えられる。

2．代替システム：宗教教育と道徳教育の
同等性

　この「代替システム」は道徳の教科化以降も

継続される方向性が示されているが 19，キリス

ト教系学校の関係者から改めてこの問題につい

て検討がなされている。例えば，伊藤（2013）

は急速な道徳の教科化の流れを受け，道徳と宗

教（教科として，以下「聖書」とする）の関係

を様々にパターン化しながらも，両者を同質・

同等に扱うことに疑問を呈している。両者は区

別されてはいるが引き裂かれてはならないと

し，相互に自己の自律性を保ちながらその関係

性が検証されるべきであるという。この本質的

に異質の両者を「代替」と認めたことで，今回

の道徳の教科化で「ねじれ」が生じ，それを解

消するために行政や国家が「聖書」の内容に介

入する恐れを指摘し，キリスト教学校に対し，

そのアイデンティティ教科である「聖書」の存

在意義を問い直し，その存続のために対応すべ

きであるとの提言を行っている 20。

　また，町田（2014）は，「代替システム」が

いつまで維持されるかに注視しておく必要があ

るとし，「道徳」を「聖書」に置き換える場合，

「代替」である「聖書」に道徳の指導内容を織

り込むことができるかや，教員の採用・養成に

関わる問題等，キリスト教学校の対応すべき課

題を提示している。ただし，町田は道徳教育そ

のものを否定はしておらず，指導方法を議論す

べきであり，それはキリスト教倫理の指導につ

いても同様であるとし，一方的に道徳教育を拒

否することには注意が必要であるとしている。

さらに，キリスト教学校関係者が道徳の教科化

以降も「代替システム」が維持されることに安

堵し，今日の動きに関心を示さず傍観すること

を危惧している 21。

　他方中村（2015）は，「代替システム」の法
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的検討を行い，その合法性を示すには，（1）私

立学校の自主性および特性，並びに父母等の信

念に従った宗教教育・道徳教育の確保すること

と，（2）公立学校の全面主義的な道徳教育の目

標が私立学校全体で行う宗教教育による代替に

よっても達成できるということの二点を正当化

する必要があり，後者の宗教と道徳の同等性へ

の理解を深めるためには，①道徳教育のどの部

分を宗教教育によって代替するのか，②宗教に

よって代替しない，あるいはできない道徳教育

の部分は道徳教育としてどのように実施するの

か，③道徳教育に代替した宗教教育は，そのど

の部分を宗教の時間が分担し，それ以外の部分

をさらにどの教育活動が分担するかを明らかに

する必要があり，その責任は私立学校にあると

している。（2）にある同等性の確保については，

宗教の時間のみならず全面主義的な道徳教育な

いし宗教教育で目標を達成することで，法令の

趣旨に合致するとしている。そして，伊藤

（2013），町田（2014）と同様に，キリスト教学

校関係者が宗教教育・道徳教育についての努力

を怠らないことを促し，文科省側には宗教系私

立学校の独自性・存在意義を毀損しないよう求

めている 22。

　三者とも，「代替システム」の正当性・合法

性を再検討しながらも，キリスト教学校特有の

危機が生じる可能性への懸念を共有している。

確かに，公立学校では道徳の教科化に伴い，教

科書の導入や，新たな指導方法や評価のあり方

を課題として検討しているが，宗教系私立学校

は例えば内村鑑三不敬事件や文部省訓令第12

号発令といった学校の存続そのものを揺らがす

ような次元の異なる事態を想起している。ここ

には公立学校と宗教系私立学校の道徳教育に対

する教育的な期待や関心への隔たりが含まれて

いるように思われる。このように，このシステ

ムの成立や議論を整理し，キリスト教学校関係

者の立場から宗教と道徳の代替に関する意見を

参照することで，道徳の教科化が与える別の影

響が浮き彫りとなった。

3．「聖書」による「道徳」の妥当性につ
いて

　前節の検討から示唆されたように，「代替シ

ステム」を採用し，宗教をもって道徳に代える

とき，道徳の内容をカバーできるかどうかは一

つの課題である。例えば，「愛校心」や「郷土愛」，

「日本人としての自覚，文化の継承と創造」の

3項目は聖書で扱うことが難しいテーマとされ

るが，その解決策として，学校教育全体の宗教

教育・道徳教育でカバーすることが提案されて

いる 23。

　日本のプロテスタント系のキリスト教学校

102学校法人によって組織されている一般社団

法人キリスト教学校教育同盟（以下「同盟」と

する）は，道徳の教科化の現状について「待っ

たなしの対応が迫られる」と延べ，教科化に付

随し想定される問題点や課題に各キリスト教学

校が取り組めるよう，「『道徳の教科化』に関す

るプロジェクト委員会」を設置し，（1）道徳の

教科化から起こってくる問題点の情報と（2）

その対応策の提供システムの構築と教科道徳

（指導要領）に対するキリスト教教育の小冊子

の作成の二点について諮問を行い，「『道徳の教

科化』に関するプロジェクト委員会答申」を提

出した 24。

　課題として，代替システムが存続するかの危

惧と，存続した場合でも宗教教育と道徳教育の

「同等性」に異議を唱える立場からの批判や，

特に進学校における「聖書」の時間の確保の困

難さが挙げられており，教科化の実現により代

替としての「聖書」が学習指導要領に定められ

る道徳の内容に沿っているかが問われるとし，

それを検証するものとして，文部科学省『私た

ちの道徳』と聖書の対応関係をまとめている。

まず，道徳の内容をまとまりで分けた4つの視

点毎に，扱われている内容についてどのような

指導のもとに道徳性を育成できるかを検討し，

その道徳的な学びがキリスト教倫理の学びへと

つながる可能性を指摘している 25。次に，「聖



─ 171 ─

普遍的価値としての「いのち」の教育

書」で使用される教材として聖書及び同盟によ

る教材と『私たちの道徳』の内容を対照させ，

道徳で扱うことが定められている内容は聖書等

によっても指導することができることを示して

いる。

　もちろん，中には扱いの困難な内容もあり，

その顕著な例として「生命の連続性」という表

現が挙げられている。公立学校の道徳教育と宗

教学校の宗教教育における「生命に対する畏

敬」教育を比較した大宮（2014）によると，両

者の決定的な違いは後者が生命の根源として神

を挙げる点であるという。それゆえ，生命を「与

えられたもの」とし，また，生命の有限性の先

に希望を示す指導が行われるという26。しかし，

そうした差異も日本の自然観を理解し，聖書の

いのち，創造の秩序を学び直すきっかけとして

捉えられており，キリスト教倫理の視点から日

本の歴史や未来について考え，いまを生きるキ

リスト教倫理観の育成につながると積極的に捉

えている 27。

　そのほかに，キリスト教教育と憲法，教育基

本法の理念の共通性や，道徳教育で求められる

体験と行動もキリスト教倫理の核とするところ

と一致するとし，以上のことから，キリスト教

学校の教育内容は「道徳の教科化」の課題に対

応できるとし，「代替システム」維持のための「聖

書」と「道徳」の同等性が主張されていると言

える。

4．「いのち」の教育としての動物介在教育：
「学校犬」の試み

　さらに「聖書」と「道徳」の同等性があると

して，それによって代替システムがどのように

機能しうるかという問題について，それを検証

できる事例を見てみたい。それは「学校犬」に

よる「いのち」の教育である。

　学校犬による宗教教育を実践しているのは，

東京のキリスト教系学校である立教女学院小学

校である。同校では，「代替システム」に基づき，

「道徳の時間」に代わる「聖書」を教育課程に

加えている 28。そうした時間を中心に学校犬を

用いた宗教教育が行われている。学校犬という

あまり馴染みのない言葉・取り組みは，動物介

在教育（Animal Assisted Education，以下「AAE」
とする）に基づいたものである。

　1980年代から，動物との関わりが子どもの

発達によい影響を与えると認識され，医療や福

祉の場での取り組みとして動物介在療法や動物

介在活動が行われるようになり，それに次いで

動物介在教育が登場した。動物介在教育とは，

「動物を教育の場に介在させた教育全般を指す

もので，［…］参加者の動物への興味と関心を

引き出すことによって，［…］他者との関係性

を向上させるもの」29である。日本ではほとん

ど前例がないが，海外における取り組みが進む

中で，人と動物の相互作用国際学会 IAHAIO
は2001年の総会において「動物介在教育に関

するガイドライン」を採択し，動物介在教育に

おける動物や，動物の適切な介在の仕方，動物

の安全な飼育の方法等が定義された。

　こうした考えを元に，立教女学院小学校では

2003年から学校という教育の場に犬を介在さ

せた教育を取り入れている。そのきっかけは，

不登校になった子どもに学校が楽しい場である

と思ってもらいたいという学校犬導入の提案者

である 田太郎教頭（「聖書」担当）の願いであっ

たという 30。犬のいる学校実現のための 田教

頭の様々な努力の結果成立した学校犬による

AAEについて，立教女学院小学校のHPでは次

のように紹介している。

　動物介在教育

立教女学院小学校では2003年5月より，犬

を用いた「動物介在教育」の取り組みを行っ

ています。学校で飼育する動物としてはウ

サギやニワトリ，モルモットやハムスター

などが一般的ですが，本校では、もっと感

情の表現力が高く，子ども達のよき仲間と

なることのできる犬（エアデール・テリア
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のバディとリンク） を用いることにしまし

た。子ども達は毎日，バディとリンクに自

由にふれあうことでやさしい気持ちのやり

とりをしています。動物を通して子ども達

の「共感する心」を育てることができると

期待しています。

バディとリンクは毎日担当教諭と共に「出

勤」し，可能な限り授業や学校行事などへ

も参加しています。また，学校での散歩や

食事など，日々のお世話は「バディ・ウォー

力一」と呼ばれるボランティアグループが

行い，休日を利用して地域の老人福祉施設

へ犬と一緒に訪問活動などを行っていま

す。31

　紹介文にあるように， 初の学校犬はエア

デール・テリアのバディ一頭で，後にその娘で

あるリンクが加わり，さらに東日本大震災後に

被災地の福島から預かっているウィルとブレス

や，バディの姪にあたるベローナ，アイメイト

協会から預かったクレアが続いて加わった。

2012年にバディ親子が立て続けに亡くなり，

現在はベローナとクレアが学校犬の仕事を中心

に行っている。犬たちは学校で子どもたちと過

ごす以外は， 田教頭の家で飼育され，学校の

ある日は毎日出勤している。

　学校犬の役割についてもHPに説明があるが，

その範囲は日常的な分野（授業，朝のあいさつ

など）から，非日常的な分野（妊娠・出産，子

犬とのふれあい，死），行事等（運動会，合宿，

礼拝などの行事・儀式に参加，訪問活動）と多

岐にわたっている。いずれの場でも学校犬と積

極的に触れ合ったり，何かを学んだりしようと

いうよりは，「授業に参加」とあるように，子

どもたちと同じ場に学校犬という別の「いの

ち」が存在しているということを重視している

と言える。

　吉田教頭によると，不登校の児童との関わり

以外に，子どもたちに生命を尊重する気持ちが

伝えられていないのではないかという危機感を

抱いたことも学校犬の導入につながったとい

う。死んだ虫を前にその死を悼むよりも葬式と

いうセレモニーをごっこ遊びにしている子ども

たちの姿に，「いのち」の大切さを感じ取らせ，

伝えるためには，生命のリアリティーに触れる

ことが必要だと考えたという 32。

　16世紀以降，「教育」は発達概念との結びつ

きにより，命をこの世に引き出し育てるという

意味から，発達に助成的に介入するものである

という意味へと変化し，その役割は子どもがも

つ可能性を開くことを手助けするものとされ

た。こうした考えに学校犬の取り組みは近いと

言え，日々の教育活動の中で具体的・積極的に

生命について教えることは少ないとしても，同

じ場で学校犬と過ごすことで子どもたちが自発

的に生命について考え，その大切さを感じ取

り，また「バディ・ウォーカー」の活動に参加

することで生命に対する責任も学ぶことが期待

されるのである。

おわりに：道徳教育の留意事項「人間尊
重の精神」と宗教教育

　「いのち」に関する教育は道徳教育の歴史に

おいて常に重視されてきたものである。「心の

ノート」の作成・配布の背景には少年による連

続殺傷事件の多発があり，生命を大切にする心

の育成が目指された。東日本大震災以降は，従

来の防災教育を見直し，生命を守るだけでな

く，生命について考える防災道徳教育の研究も

進められている。そして，道徳の教科化を促進

したきっかけの一つとして，いじめを苦に自殺

した中学生の存在があり，内容項目「よりよく

生きる」を小学校高学年の段階から扱い，人間

の弱さや醜さを認めそれを克服しようとする意

志を育てることがいじめ防止策につながるとさ

れ，このこともまた生命や生きることを今一度

考えさせるものとなっている。

　道徳教育を進めるに当たっての留意事項の筆

頭に「人間尊重の精神」があるが，これは生命
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の尊重・人間の尊重・基本的人権・人間愛など

の根底を貫く精神であり，「ユネスコ憲章」に

いう「人間の尊厳」の精神も根本において共通

するものであるとされる 33。この「人間尊重の

精神」に続くのが「生命に対する畏敬の念」で

ある。道徳教育の目標は「よりよく生きるため

の基盤となる道徳性の育成」であるが，その前

提に人間・生命の尊重といった普遍的価値の尊

重が求められているのである。

　この「生命の尊重」は，「聖書」で「生命に

対する畏敬」を教える際その根源に神を認める

という前提やキリスト教学校における「いのち

の教育」としての学校犬によるAAEの取り組

みによって，宗教教育においても重視すべきも

のであると理解され，この普遍的価値において

は道徳教育と宗教教育に接点を認めることがで

きるだろう。
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